
群馬県手話施策推進協議会設置要綱

（名 称）

第１条 本会は、群馬県手話施策推進協議会（以下「協議会」という。）という。

（目 的）

第２条 協議会は、群馬県手話言語条例（平成２７年３月２０日条例第２２号）の趣旨に

基づき、手話の普及と啓発に資する環境を整備するために必要な施策に係る実施計画（以

下｢実施計画」という。）を定めるに当たり、有識者及び関係団体の意見を十分反映する

ための協議の場として設置する。

（委 員）

第３条 協議会は、次に掲げる者のうち、１５人以内の委員で構成する。

（１）聴覚障害者団体の代表者

（２）手話通訳者、手話サークル、教育等の関係者

（３）学識経験者

（４）市町村意思疎通支援担当の代表者

（５）関係機関の職員等

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

（会長、副会長）

第４条 協議会に会長、副会長を置く。

２ 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

３ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

（協議事項）

第５条 協議会は、実施計画の策定等を行うために必要な事項について、専門的見地等に

基づき協議を行う。

（会議）

第６条 協議会は会長が招集し、会長が議長となる。

２ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

聴取できる。

（事務局）

第７条 事務局は健康福祉部障害政策課、教育委員会特別支援教育室に置く。

附 則

この要綱は、平成２７年１０月１５日から適用する。
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